
注：国保運営方針連携会議及びワーキンググループは、2025年2月13日時点の状況

国保運営方針連携会議及びワーキンググループとの連携について

給付部会収納・医療費適正化・資格部会財政部会

【構成員】（国保法施行令第２条、愛知県国民健康保

険運営協議会の委員の定数を定める条例）

・被保険者を代表する委員 ３名

・保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３名

・公益を代表する委員 ３名

・被用者保険等保険者を代表する委員 ２名

【審議事項】（国保法第11条）

・国保事業費納付金の徴収

・国保運営方針の作成

・その他、国民健康保険事業の運営に関する重要事項

【構成員】

県内19市町の担当課長、国保連合会事務局長、県保健医療局健康医務部長

【検討事項】

・国保運営方針の策定及び見直しに関する事項

・国保事業費納付金及び標準保険料率に関する事項

・その他、国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

【構成員】

連携会議構成市町のうち９市

町、国保連合会及び県国民健康

保険課の職員

【主な検討事項】

・保険給付の適正な実施

（国保運営方針第４章）

・事務の広域的及び効率的実施

（国保運営方針第６章）

【構成員】

連携会議構成市町のうち９市町、

国保連合会及び県国民健康保険

課の職員

【主な検討事項】

・保険料の徴収の適正な実施

（国保運営方針第３章）

・医療費の適正化

（国保運営方針第５章）

・事務の広域的及び効率的実施

（国保運営方針第６章）

【構成員】

連携会議構成市町のうち11

市町及び県国民健康保険課の

職員

【主な検討事項】

・赤字解消・削減の取組

（国保運営方針第１章）

・保険料(税)水準の統一、

国保事業費納付金の算定

（国保運営方針第２章）

国保運営方針連携会議

ワーキンググループ ※実務者レベルの検討

国保運営協議会
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